
 

旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則、旧簡易ガスみな

しガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則及びガス事業託送供給約款料金算定

規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値（案）に関する意見公募の結果について 

 

令和６年６月１４日 

資源エネルギー庁 

電力・ガス事業部 

ガ ス 市 場 整 備 室 

 

「旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則、旧簡易ガスみ

なしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則及びガス事業託送供給約款料金算

定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値（案）」について、令和６年５月１０日から

同年６月１０日まで意見公募手続を実施しました。その結果を以下のとおり公表いたします。 

 

１ 実施方法 

（１）公募期間：令和６年５月１０日（金）～令和６年６月１０日（月） 

（２）告知方法：電子政府の総合窓口（ｅ－Ｇｏｖ）ホームページ 

（３）意見提出方法：電子政府の総合窓口（ｅ－Ｇｏｖ）意見提出フォーム、電子メール、郵送 

 

２ 意見公募の結果 

  提出意見数 ：０件 

 

３ 本件に関するお問い合わせ先 

  経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部ガス市場整備室 

  住 所：〒１００－８９３１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

  電 話：０３－３５０１－１５１１（内線４７５１） 

  ＦＡＸ：０３－３５８０－８５４１ 

 

 


